
ザックジャパンカンパニー

福井県福井市成和1丁目2101-4

76-27-5524

76-27-1182











SDS No.AS-00083 6/6 

輸 送の 特 定の 安 全 対 策 及 び 条 件：

・容器の破損 、漏れがないことを確かめ、衝撃、転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れ の防止を確実に行い、
輸送中は直射日光を避ける。容器は40℃以上にならないように温度上昇防止を図る。

15. 適用法令
化審法 （優先評 価化 学 物 質 ）：データなし

労 働 安 全 衛 生 法：名称等を通知すべき有害物及び有害物法第57条の2（施行令別表第9)

データなし

名称等を表示すべき有害物及び有害物法第57条（施行令第18条）

データなし

PRTR 法 （ 化 管 法 ）：データなし

高 圧 ガ ス 保 安 法：適用除外

消 防 法：第4類第4石油類(6,000リットル） 危険 等級皿21 ml ( 1 本 あ たり）
毒 物 及 び劇物 取締法：該当しない

船 舶 安 全 法：エアゾール（容量1L未満） 高圧ガス、非引火性非毒性高圧ガス

航 空 法：危険物（施行規則第194条、危険物告示別表第1：高圧ガス）

水 質 汚 濁 防 止 法：データなし

廃 棄 物 処 理 法：産業廃棄物規制

下 水 道 法：データなし

道 路 法：危険物に該当しない

輸 出 貿 易 管 理 令：別表第1 、16項（キャッチオール規制）【ガス・ 原液とも該当】

特定製品に係る フロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 ：第2条

地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 に 関 す る 法 律：第二条第三項第四号に掲げる物質

使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）

外国為替及び外国貿易管理法、輸出貿易管理 令、別表第1 の16項の規制対象物質に該当する ので、輸出

の際に許可申請物件要件（客観要件、インフォーム要件）に該当する場合は輸出許可が必要である。）

16. その他

引用文献 ： 1．SDSク リー 1 34a: メキシケムジャパン陳

記載内容の取扱い ：記載内容は、現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載

データや評価に関しては、いかなる 保証をなす ものではあ りません。又、注意事項は

通常の取扱いを対象 としたものです から特別な扱いをする場合には、新たに用途 ・ 用
法に適した安全対策を実施の上、お取扱いください。危険性有害性の情報は必ずしも

十分とは言えません ので、本SDS以外の資料や情報も十分にご確認の上、ご利用くだ
さいます ようお願いいたします。




